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 教職員個人の自由記述の意見を学校運営改善の資料とするための取組 

～学校評価の自由記述の分類を通して～ 

 令和元年 11月 学校評価委員会より  

 

１ 概要 

(1) 大きな流れ 

文部科学省（2017）は特別支援学校学習指導要領（平成 29年 3月公示）の中で「カリキュラム・

マネジメント（学校運営改善の取り組み）」と「各学校が行う学校評価」を関連づけながら実施する

ことを掲げている。 

(2)学校の現状  

 ① 学校改善に必要なこと 

ア 学校運営は、教育活動をより効果的に実施していく観点で行う必要がある。 

イ 教育活動をより効果的に行うために改善すべき課題が現実としてある。 

ウ 学校運営を改善するためには、教職員一人一人が広い視野に立ち、主体的に学校運営に参画す

る必要がある。   

エ 学校改善の課題の一つとして業務効率化が挙げられており、勤務時間を厳守しつつ、教育活動

の改善の取り組みを行う必要がある。 

② 教職員の自由記述の意見に関する現状 

  学部反省、教育課程反省、学校評価等に記入した各個人が気づいた課題をどのように捉えるか

（その意見は学校運営のどの部分に位置するものか、何のために、いつ、誰が調査、計画、実行、改

善（RPDCA）を行うべきか）が示されていないことから「どのように考えて良いかわからない」「意見

を言っても改善されない」などの現状がある。 

(3) 考えたこと 

①「教職員一人一人の意見を学校改善のための資料にする」ことと、「業務効率化」を両立する取り

組みが必要（意見を取り上げるために業務が煩雑になることは避けたい→会議が増えるなど）。 

② 個人の意見を、会議以外の場面で事前に取り上げ、会議の議題とし、会議に参加する職員が事前

にそれについての考えることができる仕組みが必要。 

 (5) 仮説（今回「行うこと」と「考えられるその効果」） 

① 学校評価委員会が、学校職員による学校評価（自己評価）の自由記述の意見の分類基準を作成し、

基準に従って分類を行うことで、個人の意見が学校運営のどの部分の改善を求めているかが明確

になるだろう。 

② 明確になった学校運営改善のための意見をどの部署で検討するかを提案することにより、学校

運営改善の取り組みがスムーズになるだろう。 

 

 

２ 行ったこと：自由記述の分類 

  以下の手順に従って、今回の学校評価アンケートの自由記述の意見を学校改善のための資料とする。 

表１ 自由記述分類の手順 

 内容 方法 担当 

手順１ 意見の仕分け (1) 

学校運営のどの部分か 

表２に従って行う 三部主事会 

手順２ 意見の仕分け(2) 

特にどの部署で検討するか 

（だれが検討するか） 

表 3-1「改善実行アプローチ方法」  

表 3-2「R（リサーチ 実態・現状把握）」 

に従って行う 

三部主事会 

手順３  職員会議・学部会で全職員が共有 11月学部会・12月職員会議 全職員 

手順４ 11月～2月 各部署で検討 学部会 学年会 校務分掌 委員会等 全職員 

手順５ 職員会議で改善案・実施状況の共有  ３月職員会議 全職員 
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３ 今年度 鏡が丘学校評価アンケート「自由記述」について 

職員の自由記述も学校運営に活かしていきたい  

手順１ 意見の仕分け(1) ４つのジャンルに分類  

 

 

 
 

 

手順２ 意見の仕分け(２) それぞれのジャンルの意見について誰が検討するか分類 
改善実行アプローチ方法に基づいた基準（横軸）   （表３－１） 

トップダウン 管理者が方針を示す 
全職員で行動する 

管理者が原理原則、方針、価値観を示して改善
を進めた方が良いと考えられる内容 

ボトムアップ 全職員の議論に基づいて
全職員で行動する 

議論に基づいて、ある程度方針を決め、様々な
行動を積み重ねることで改善を進めた方が良
いと考えられる内容 
 

 RPDCAサイクルの R（リサーチ 実態・現状把握）の必要性に基づいた基準（縦軸）（表３－２） 

ﾘｻｰﾁ済み 実態・現状把握が明ら

か 

すぐ実行（PDCA）の有無を判断できる 

ﾘｻｰﾁ不十分 実態・現状把握が不十

分 

調査後実行（PDCA）の有無を判断できる 

 

 
 

（昨年からこの時期に共有することができた） 

 

 

   

 

 

 

 

管理者が方針を示す
（トップダウン）

全職員が議論に基づいて行動を積
み重ねる（ボトムアップ）

リ
サ
ー
チ
済
み

（す
ぐ
に
実
行
の
有
無
を
判
断
）

A（トップダウン・すぐに） B（ボトムアップ・すぐに）

リ
サ
ー
チ
が
不
十
分

（調
査
後
実
行
の
有
無
を
判
断
）

C（トップダウン・調査後） D（ボトムアップ・調査後）

横軸【改善へのアプローチ方法】

縦
軸
【Ｒ
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
基
準
】

①学部会

②学年会

③校務分掌部会

④各種委員会

⑤教科会

⑥TT会

⑦研究グループ

①３役ミーティング（管理者）

②主事会
管理者 主幹教諭 学部主事
教務主任舎監長 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

③３部主事会
部主事 主幹教諭
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（表２）学校経営 学習活動 健康安全 その他 

人・物・経費・情報 

時間に関するもの 

人的配置 物的環境  

予算 情報共有  

時間の効率化など 

教育課程の「何ができ

るようになるか」「何

を学ぶか」「どのよう

に学ぶか」に関するこ

と 

教育目標 授業内容  

授業方法など 

健康安全に関す

ること 

日常生活 給食 

保健  

寄宿舎生活  

スクールバスな

ど 

所感  

よかった点  

困ってることな

ど 

手順４ 各部署で改善案の検討・実施（11 月～2 月） 
・ 

 

手順３ 11月の学校評価委員会で確認・全職員で共有 

 

手順５ 3月の職員会議で改善案・実施したことの共有 
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４ 手順１および手順２ 

 (1)手順１および手順２の結果をふまえて、PDCAを行うかを検討・判断する部署 

  割り振りは【令和元年度発足資料 P1～P9「校務分掌組織図」「校務分掌内容」「委員会内容」「教頭 

職務分担」等に基づいて行った。（今年度自由記述の意見に関する部署） 

 

上記手順４を担当する

校務分掌 

担当責任者 担当する意見番号 

※担当する者は「意見に対する現状の説明 改善案

の検討・実施の判断(R) 計画(P) 実施(D)」を行う。 

備考 

 

校長 新垣伸次 全ての意見の最終判断を行う  

第１教頭 中山充雄 21  

第２教頭 津波佳和 15 16 17 18 20 27 39 40  

事務長 島袋博 1 2 3 4 5 7  

主幹教諭 照屋紀子 20 22 23   

研修 銘刈晃 20   

教務主任 末松進也 12 19 23  

高等部主事 末松進也 12 19 23  

中学部主事 友寄英一郎 12 19 23  

小学部主事 金城哲 12 19 23  

情報視聴覚部 宜保寿人 8 9 10 13 14  

支援システム委員会 宜保寿人 24  

環境整備部 知花弘昌 6 11 24  

特別支援教育部 友寄聡子 12 19 23  

健康教育部 平安名利子 22  

給食（栄養士） 大濱心枝 25  

  

  

 (1) PDCAを行うかを検討・判断する部署が行うこと 

 

 

①校長、教頭、事務長は 11月 13日(水)までに、以下 P12以降の表の「11月時点での現状説明」を検 

討し、打ち込む。11月 20日(水)の学校評価委員会において全委員で確認する。 

 

②その他の部署は 11月 14日（木）「11月企画委員会」までに、以下 P12以降の表の「11月時点での現 

状説明」を検討し、記入する（主幹教諭照屋が各部署へ依頼する）。 

  

③全ての部署は、今年度最終の現状説明（3月時点）が可能であれば、2月 3日（月）までに、以下 P12

以降の表の「3月時点での現状説明」を検討し、記入する。 

 

④全ての部署が 3月 12日（木）「3月企画委員会」までに、3月時点での・実施状況を P12以降の表に

最終回答を記入し、3月職員会議で全職員に掲示する。

校内サーバー⇒「令和元年度学校評価アンケート」⇒ワードファイル「R１ 学校評価 教職員・保護者自由記述」 
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